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牛久市文化財保護審議会議事録 日時 令和6年7月3日（水曜日） 

件名 
令和6年度 

第１回牛久市文化財保護審議会 

場所 

時間 

文化財・シャトー活用推進室事務所内会議室

（牛久シャトー内） 

10：00～11：30 

作成年月日 令和6年7月3日（水曜日） 作成者 文化財・シャトー活用推進室：井上  

出

席

者 

（出席委員）伊藤一郎、上野勝久、大関武、齋藤弘道、笹目礼子、永井博、宮地正人（計 7名） 

（欠席委員）高橋修、松井敏也（計 2名） 

（事務局）二野屏環境経済部長、椎名未来創造課長、木本文化財・シャトー活用推進室長、 

飛鳥川室長補佐、色川主任（学芸員）、有薗主事（学芸員）、井上主事補（計 7名） 

（傍聴人）0名                                    （順不同） 

議

事

内

容 

１．環境経済部長あいさつ 

２．諮問 

３．審議事項 

（１）諮問事項について 

 ①諮問第 ９号「新川囃子」の牛久市認定市民文化遺産の認定について 

 ②諮問第１０号「団子念仏」の牛久市認定市民文化遺産の認定について 

４．報告事項 

（１）令和６年度実施体制について 

（２）令和５年度事業について 

（３）成井一里塚の現状変更について 

（４）旧飯島家住宅所蔵初公開牛久シャトー関連資料速報展の開催について 

 

会   議   内   容   等 

  開 会 

１．環境経済部長あいさつ 

２．諮問 

３．審議事項 

（１）諮問事項について 

 ①諮問第 ９号「新川囃子」の牛久市認定市民文化遺産の認定について 

○事務局から説明 

  ◎委員意見 

・牛久市認定市民文化遺産の条件や意味は？ 

定められた条件はあるが、大事なことは地元の人たちが残したいと思っているものであることだと考 

える。特に無形文化遺産であるお祭りなどはコロナ禍で急速に日本中で失われていくなかで、牛久市で

も例外ではなく、このような無形文化遺産を「牛久市認定市民文化遺産」として認定することで、継承

する一助となればというのが「牛久市認定市民文化遺産」制度導入理由の一つでもある。確かに今回の

ケースでは「概ね 50 年以上」が望ましいとされる条件のところが気になるが、歴史ある八坂神社の祭

礼にも関連しており、今後長く継承されることを重視するのであれば、認定してもよいのではないかと
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事務局としては考える。 

・上町区夏祭りは祇園祭りと関係があるのか？ 

→行政区の祭りと祇園祭りは一体化してきていると思われる。 

・新川囃子の経緯、経過の記録を取らないといけない。分かる範囲で良いので事務局でまとめ、それが認定

後に市民が読めるようにしてもらいたい。普通の祭りとは異なる経緯とそれから文化財との相違点を認識

してもらうことも大変重要である。 

・他市町村の事例でも指定無形民俗文化財を復活させる際には、「文化財指定」が契機となっている場合

もある。その際には記録である紙媒体、映像、お囃子だとテープ音声が役立つ。来歴も含めまとめ、記

録を取っていくことが非常に重要である。 

⇒「新川囃子」を牛久市認定市民文化遺産として認定することに同意する委員は全員。 

審議会として「新川囃子」を牛久市認定市民文化遺産として認定することに同意することに決する。 

 

②諮問第１０号「団子念仏」の牛久市認定市民文化遺産の認定について 

○事務局から説明 

  ◎委員意見 

・団子念仏を市指定文化財に指定していくことも考えるべき。 

→牛久市認定市民文化遺産認定後に指定文化財へステップアップすることも想定している。 

今後については、関係者の意向を踏まえたうえで対応したい。 

⇒「団子念仏」を牛久市認定市民文化遺産として認定することに同意する委員は全員。 

審議会として「団子念仏」を牛久市認定市民文化遺産として認定することに同意することに決する。 

 

４．報告事項 

（１）令和６年度実施体制について 

○事務局から報告 

  ◎委員意見 

  ・他の市町村ではどちらかというと、文化財は縮小の方向が多いなかで、人員増は良いこと。 

その反面、事業も多いかと思うが事務局には頑張っていただきたい。 

（２）令和５年度事業について 

○事務局から報告 

  ◎委員意見 

  ・牛久市の文化財の調査・研究などの成果をカタログや目録など目に見える形で公開していただきたい。 

教育委員会から市長部局への移管で観光に力を入れるためにも、持っている文化財の魅力について、 

学術的な背景をきちんと説明できて初めて意味があるのではないか。 

ホームページ等を活用するなど、なるべくお金をかけない方法でやることを検討してほしい。 

（３）成井一里塚の現状変更について 

○事務局から報告 

  ◎委員意見 

・南側だけ測量するのか？ 

→一里塚であることから北・南の２基いずれも測量し、残存状況を記録しなければ意味がないと考える。 
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・両方測量した上で、南側の一部を道路拡張するということか？ 

また、現地で文化財担当者が立会して工事の状況などを確認するということか？ 

→そうである。南側の一里塚の一部を削ることになると思う。 

こまめに現地立会し、対応したい。 

 

（４）旧飯島家住宅所蔵初公開牛久シャトー関連資料速報展の開催について 

○事務局から報告 

→委員からの意見等はなし。 

 

閉 会 


